
岩手県告示第 82号 

 土地改良法（昭和 24年法律第 195号）第 89条の２第３項において準用する同法第 53条の２の３第１項の規定に基づき、県営下

門岡地区土地改良事業に係る換地計画を定めるに当たり、次の土地を、これを従前の土地とする地積を特に減じて換地を定める土

地として指定した。 

 平成 20年２月８日 

                岩手県知事 達 増 拓 也  

地積を特に減じて換地を定める土地の所在等 

所 在 地 番 地 目 用 途 地 積 特に減じる地積 

 

北上市稲瀬町古河 

〃 

北上市稲瀬町押切 

北上市稲瀬町地蔵堂 

北上市稲瀬町山岸 

〃 

 

10 番 

44 番 

255 番１ 

32 番１ 

83 番１ 

84 番１ 

 

畑 

〃 

〃 

〃 

田 

〃 

 

畑 

〃 

田 

〃 

〃 

〃 

㎡ 

3,483 

624 

958 

579 

672 

954 

㎡

638

70

554

96

79

462
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